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税務訴訟資料 第２６２号－２８（順号１１８７８） 

福岡高等裁判所宮崎支部 平成●●年（○○）第●●号 平成１９年分所得税の更正処分取消請求控訴

事件 

国側当事者・国（鹿屋税務署長） 

平成２４年２月１５日棄却・上告 

（第一審・鹿児島地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２３年９月７日判決、本資料２６

１号－１６０・順号１１７５０） 

判 決

控 訴 人 甲 

（以下「控訴人甲」という。） 

控 訴 人         乙 

（以下「控訴人乙」という。） 

上記２名訴訟代理人弁護士 前田 圭子 

被控訴人 国 

上記代表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 鹿屋税務署長 

菅原 亮一 

上記指定代理人 山内 峰臣 

戸上 吉幸 

大坪 正宏 

吉田 光宏 

永田 秀一 

有川 誠 

杉本 知寛 

林 俊生 

池川 雅昭 

石川 尚登 

井手上 秀文 

主 文

１ 本件各控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 処分行政庁が控訴人甲に対し平成２１年３月１１日付けでした平成１９年分の所得税の更正

のうち総所得金額５７８２万２０１５円、納付すべき税額１４５万４８００円を超える部分及び
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過少申告加算税賦課決定の各処分をいずれも取り消す。 

３ 処分行政庁が控訴人乙に対し平成２１年３月１１日付けでした平成１９年分の所得税の更正

のうち総所得金額４０８１万７１３８円、納付すべき税額１７万９４００円を超える部分及び過

少申告加算税賦課決定の各処分をいずれも取り消す。 

４ 訴訟費用は第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

 以下、略称については、原判決のそれに従う。 

１ 請求、争点及び各審級における判断の各概要 

 本件（平成２２年８月２７日訴え提起）は、贈与税更正処分取消請求訴訟（前件訴訟）に一部

勝訴し、既に納付していた贈与税、過少申告加算税及び延滞税の一部の還付を受けるとともに、

国税通則法５８条１項に規定する還付加算金の支払を受けた控訴人らが、平成１９年分所得税の

確定申告において、上記還付加算金を雑所得として申告するに際し、前件訴訟に補佐人として関

与した税理士に対する報酬（本件報酬）を必要経費に算入したところ、処分行政庁から本件報酬

は本件還付加算金の必要経費に当たらないとして更正及び過少申告加算税の賦課決定（本件各処

分）を受けたため、これを不服として本件各処分の取消しを求める事案である（なお、控訴人ら

は、本件報酬を本件還付加算金に対する必要経費に算入できないのであれば、控訴人らの私有財

産は前件訴訟により取り消された処分（前件各処分）を受ける前の状態に服さないから、本件各

処分は憲法１４条１項及び２９条１項に違反するとも主張している。）。 

本件の争点は、(1)本件報酬の必要経費該当性、(2)本件各処分の憲法適合性、の２点である。 

 原判決（平成２３年９月７日言渡し）は、争点(1)について、本件還付加算金と本件報酬との

間には一定の対応関係が認められるものの、①更正処分の取消しは還付加算金発生の必要条件で

はないこと、②更正処分の取消訴訟は、違法な課税処分の取消し自体を目的とするものであって、

還付加算金の取得を目的とするものではないこと、③したがって、本件還付加算金の発生は、前

件訴訟判決の確定による直接的な効果ではなく、同判決の確定によって遡って国が本件過誤納金

を保有する正当な理由を失ったことによる反射的効果にすぎないと解されること等の事情から

すれば、本件報酬が、客観的に見て、本件還付加算金を得るために「直接に要した費用」に該当

すると解することはできず、また、還付加算金は、反復継続して行われる事務又は事業によって

生じた所得とは認められないから、本件報酬が、「その年における販売費、一般管理費その他こ

れらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解することもできず、本件報酬が

本件還付加算金の必要経費に該当すると認めることはできない旨の、争点(2)について、控訴人

らの主張によっても、本件報酬を本件還付加算金に対する必要経費に算入できないことが、いか

なる意味において憲法１４条１項に違反するのかは明らかではない上、本件各処分が憲法２９条

１項に反するとの主張についても、そもそも「前件各処分を受ける前の状態」がどのような状態

を指すのかが不明であるのみならず、「前件各処分を受ける前の状態」に復さないことが憲法２

９条１項に違反する根拠についても明らかであるとはいえず、本件各処分の違憲をいう控訴人ら

の主張はいずれも採用できない旨の各判断をして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。 

これに対し、控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが、本判決は、原判決と同旨の判断を

して、これらをいずれも棄却するものである。 

２ 争いのない事実等及び争点 

この点は、以下のとおり訂正するほかは、原判決中「第２ 事案の概要」欄の「２ 争いのな
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い事実等」及び「３ 争点」に記載のとおりであるから、これを引用する。 

(1) 原判決４頁１２行目及び１３行目の「当庁」を「鹿児島地方裁判所」とそれぞれ改める。 

(2) 原判決６頁１２行目から１３行目にかけての「９０３万４９３４円」を「７２８万１１４

０円」と、同行目の「５３５万４９３４円」を「３６０万１１４０円」とそれぞれ改める。 

(3) 原判決９頁７行目から８行目までを次のとおり改める。 

「ｂ 平成１４年ないし平成１８年 ４．１パーセント 

ｃ 平成１９年 ４．４パーセント 

ｄ 平成２０年 ４．７パーセント」 

第３ 当裁判所の判断 

 この点は、以下のとおり訂正するほかは、原判決中「第３ 当裁判所の判断」欄に記載のとおり

であるから、これを引用する。 

１ 原判決１２頁２行目、９行目及び１３頁１行目の「前記第２の２」を「前記争いのない事実等」

とそれぞれ改める。 

２ 原判決１２頁の１０行目の「還付金等を」を「その」と、１７行目から２５行目までを 

「 なお、控訴人らは、還付加算金とは、過誤納金の納付によって違法に財産権を侵害された納

税者に対する調整ないし救済措置として支払われるものであり、このことは、還付加算金が年

７．３パーセントという高い割合（特例基準割合が適用される場合でも通常の銀行借入利率の

２ないし３倍の割合）に基づいて算定されることからも明らかであると主張する。しかしなが

ら、既に摘示した事情に加え、還付加算金が過誤納金のみならず還付金一般に付されること等

からすれば、控訴人らの主張を採用することはできない。」 

とそれぞれ改める。 

３ 原判決１３頁８行目から９行目にかけての「①更正処分の取消しは還付加算金発生の必要条件

ではないこと」を「①還付加算金は、更正処分の取消しによって必ず発生するものではなく、過

誤納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであること」と改め、１０行目の「目的と

するものではないこと」の後に「、③上記(3)のとおり、還付加算金は還付金等に対する一種の

利子と解され、還付金等の発生原因にかかわらず支払われること」を加え、同行目の「③」を「④」

と、１４行目の「反射的効果にすぎない」を「結果として発生したにすぎない」とそれぞれ改め

る。 

４ 原判決１４頁１７行目の「服さない」を「復さない」と改める。 

第４ 結論 

 そうすると、控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これらをいずれも棄

却した原判決は相当であって、本件各控訴は理由がないから、これらをいずれも棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 

福岡高等裁判所宮崎支部 

裁判長裁判官 横山 秀憲 

裁判官 川﨑 聡子 

裁判官 空閑 直樹 


